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(FC28) 景観・デザイン委員会規則 

 
平成８年３月17日 制    定 

平成18年６月16日 改    正 

平成23年11月18日 

2022年７月15日 

一部改正 

〃 

 

（目的） 

第１条 景観・デザイン委員会（以下「委員会」という）は、官庁、教育・研究機関、民間、関連

学会等との有機的連携のもとに、文化的で豊かな社会の実現に寄与する土木構造物や空間・環境

の調査研究、およびその実践のための支援を行うことを通じて、美しく豊かな国土と持続可能な

社会づくりに貢献することを目的とする。 

 （事業） 

第２条 委員会は、第１条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 

  (1) 景観・デザインに関する活動方針の立案 

 （2）景観・デザインにかかわる国内外の情報の収集と学会員への提供 

（3）景観・デザインに関する調査研究の実施 

（4）景観・デザインに関する研究発表、作品発表、シンポジウムなどの開催 

（5）景観・デザインに関する作品の表彰 

（6）学会行事に関する企画・協力 

（7）行政機関、NPO 法人、市民団体等の景観・デザインに係る活動に対する支援・連携・企画等 

（8）その他、景観・デザインに係る事業 

（存続期間） 

第３条 存続期間は土木学会委員会規程第２条（設置または廃止）によることとする。 

（構成） 

第４条 委員会の構成は次のとおりとする。 

(1) 組織構成 

  1) 委員会には事業を遂行するための幹事会を設置する。 

  2) 委員会は、事業を遂行するために必要あるときは小委員会、部会等を設け、特定の事項に

ついて調査研究等を行うことができる（以下、小委員会・部会を「小委員会等」という）。 

  3) 小委員会等の設置は、土木学会委員会規程第６条（小委員会等）による。 

  4) 委員会は事業を遂行するため、次の常置小委員会を設置する。 

   4-1) 景観・デザイン研究発表小委員会 

     4-2) デザイン賞選考小委員会 

(2) 構成員 

1) 委員会は委員（約 15 名、うち委員長１名含む）および幹事（約 6名、うち幹事長１名）を

もって構成する。 

2）幹事長及び幹事は委員を兼任することを原則とする。 

3) 委員および委員兼幹事は、委員長の招集のもとに開催される委員会（委員兼幹事にあって

は幹事会も含む）に出席するほか、事業を遂行させるための事業活動を展開する。 

（委員長・委員等の任期と選出方法） 

第５条 委員長・委員等の任期と選出方法は次のとおりとする。 
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(1) 委員長・委員等の任期 

1）委員長、委員、幹事長、幹事の任期は土木学会委員会規程第 4 条の（1）により 2 年を原則

とする。ただし、２年を原則とする２期目の再任を妨げないものとする。 

2）任期満了後であっても、交代する委員長、委員、幹事長、委員兼幹事が決定するまでは任

期内とする。 

(2) 委員長・委員等の選出方法等 

1）委員長は委員会で候補者を選出し、理事会の承認に基づき、会長が委嘱する。 

2）委員・委員兼幹事は、多様な分野・属性から委員長が推薦し、会長が委嘱する。 

3）幹事長は委員の中から委員長が指名し、会長が委嘱する。 

4）毎年、約半数の委員・委員兼幹事が交代するよう任用することを原則とする。 

(3) 小委員長等の選出方法 

小委員会等の長は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。またその長は、当該小委員会等の委

員を推薦し、委員長が委嘱する。 

（委員会の運営） 

第６条 委員会の運営は以下による。 

(1) 委員会の開催：委員会は、委員長が招集し、原則として年２回開催する。また、緊急を要す

る事項については、電子メール・Web 会議による報告・審議・決議により委員会の開催に替え

ることができる。 

(2) 事業計画および予算：委員会は、土木学会委員会規程第９条（事業計画および予算）の規定

および理事会の決定に従い「事業計画および予算」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を

経て提出する。 

(3) 事業報告：委員会は、土木学会委員会規程第 10 条（事業報告）の規定および理事会の決定

に従い「事業報告書」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を経て提出する。 

(4) 成果の報告：委員会は、土木学会委員会規程第８条（成果の報告）の規定に従って、毎年度、

事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会 Web サイト等を通じて会員等に

公表する。 

（事務局） 

第７条 委員会の担当事務局は、研究事業課とする。 

（規則の変更） 

第８条 この規則の変更は、理事会において行う。 

 

附則  この内規は、平成８年３月 17 日から施行する。 

附則（平成 18 年６月 16 日  理事会議決） この変更内規は、平成 18 年６月 16 日から施行する。 

附則（平成 23 年 11 月 18 日  理事会議決） 内規から規則に変更し、平成 23 年 11 月 18 日から施

行する。 

附則（2022 年７月 15 日 理事会議決）本規則は、2022 年７月 15 日から施行する。 


